
2021年4月1日

岐阜労働局
需給調整事業室

令和７年度 職業紹介事業適正化研修会

※※※開始までしばらくお待ちください※※※
名前欄は整理番号のみを表示してください

１社１名のログインでお願いいたします



本日の説明内容

１  令和７年１月１日施行 業務運営要領の改正について

２ 令和７年４月１日施行 省令及び指針の改正について

３ 令和６年４月１日施行 施行規則の改正について

４ 人材サービス総合サイトでの情報提供について

５ 違反事項の解説（取扱職種の範囲の明示）

６ 違反事項の解説（帳簿書類の備付関係）

７ 違反事項の解説（求人受理関係）

８ 違反事項の解説（求職受理関係）

９ 違反事項の解説（手数料管理簿）



１ 令和７年１月１日施行 業務運営要領の改正について



職業紹介事業の許可条件の追加①
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4

職業安定法指針（平成１１年労働省告示第１４１号）
に規定されている「転職勧奨の禁止」及び「お祝い金等
の提供の禁止」が許可条件に追加されました。

・紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を
締結した者）に対し、就職した日から２年間、転職の勧
奨を行ってはならない。

・求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これ
に類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超え
て求職者に金銭等を提供することによって行ってはなら
ない。

職業紹介事業の許可条件の追加②



5

令和７年１月１日から適用されました。

令和７年１月１日以降の許可や許可有効期間の更新に
は、許可条件が追加されることとなりました。

更新時期を迎える前に（当該許可条件が付与される前
に）上記の職業安定法指針に違反した場合、是正指導を
行うとともに、本許可条件を付することとなりました。

職業紹介事業の許可条件の追加③



２ 令和７年４月１日施行 省令及び指針の改正について



紹介手数料の実績の公開と違約金規約の

明示が必要になりました①

7



紹介手数料の実績の公開と違約金規約の

明示が必要になりました②
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（１）紹介手数料の実績（職種別の常用就職１件当た
りの平均手数料を算出）を、「人材サービス総合サイ
ト」に掲載してください。

公開の対象となる職種は、常用就職（４ヶ月以上の
有期又は無期での就職）の実績が多い上位５職種とな
ります。ただし、常用就職の実績が１０件以下の場合
は、掲載は不要です。



紹介手数料の実績の公開と違約金規約の

明示が必要になりました③
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平均手数料率の計算は、取扱職種ごとに、

求人者から徴収した手数料の総額（常用就職全件分）

求職者の予定年収の総額（常用就職全件分）

で算出し、小数点第２位で四捨五入してください。

定額制により紹介手数料を徴収している場合は、平均手数料率の
実績に代えて当該額を実績として掲載することができます。なお、
定額以外でも手数料を徴収している場合（定額による徴収と手数料
率による徴収とを併用している場合）は、平均手数料率を算出願い
ます。



紹介手数料の実績の公開と違約金規約の

明示が必要になりました④
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「令和７年度職業紹介事業報告」を提出後、速やかに
「人材サービス総合サイト」に掲載してください。

「令和８年度職業紹介事業報告」以降も同様に掲載し
てください。



紹介手数料の実績の公開と違約金規約の

明示が必要になりました⑤
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（２）違約金規約を設けている場合、令和７年４月１日
以降に求人者から求人の申込みがあった際には、明示を
お願いします。



紹介手数料の実績の公開と違約金規約の

明示が必要になりました⑥
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これまでは
取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、求人

者の情報や求職者の個人情報の取扱に関する事項、返戻金制度に関する事項
の明示が義務となっています。

今後は加えて
求人者に対する違約金規約を設けている場合には、規約の明示もお願いし

ます。その際には

違約金の額、違約金が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容(本人が
採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や、利用契約
の更新に関するルールも含みます。)について、分かりやすく明瞭かつ正確に
記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ求人者
に対し誤解が生じないよう明示してください。



３ 令和６年４月１日施行 施行規則の改正について



｢求職者への労働条件明示のルールなどが
 変わります！｣の説明
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変更①

求職者に対し明示しなければならない
労働条件に追加された事項
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次の３項目追加

〇従事すべき業務の変更の範囲

〇就業場所の変更の範囲

〇有期労働契約を更新する場合の基準



「変更の範囲 」 とは
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雇入れ直後にとどまらず 、 

将来の配置転換など今後の見込みも含めた 、

 締結する労働契約の期間中における変更の範囲のこと



有期契約を更新する場合の基準の記載例
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契約の更新 有
（契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断）
通算契約期間は4年を上限とする。

「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」と

いうような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度

により判断する」、「会社の経営状況により判断す

る」など、具体的に記載することが望ましい
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（特記事項） 採用人数　　　　　　　人

□　無期雇用　　□　有期雇用
有期雇用の場合の雇用契約期間
〔　　　　　　　　　　　　〕

　契約の更新　有（○○により判断する）

　更新上限　有（通算契約期間の上限　〇年／更新回数の上限　〇回）

休日

□　有　　　　　　　　　　　　　□　無

就業場所
（所在地）

（変更の範囲）

試用期間

就業時間 始業（　　　時　　　分）　～　終業（　　　時　　　分）

休憩時間 　　　時　　　分　　～　　　時　　　分　（　　　　　分）

契約期間

（雇入れ直後）

（事業所名）

月給・日給・時間給 　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　円　

賃　　金

加入保険 □健康保険　　□厚生年金保険　　□労災保険　　□雇用保険

受動喫煙防止
に向けた取組

　屋内禁煙

雇用形態 　派遣労働者

時間外労働

□有　（月平均　　　　時間）　　□無

受付日　　令和　　年　　月　　日

求　人　申　込　書

事業主名

業務内容 （雇入れ直後） （変更の範囲）

基本給
定額的に支払われる手当

通勤手当 昇給に関する事項

期間〔 ○か月 〕

（注）試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中と本採用後で労働条件が異なる場合、それぞれの労働条件を明示しなければなりません。

また、有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合には、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければなりません。

(051121)

※ 固定残業代制を採用する場合は、以下のような記載が必要。
①基本給××円（②の手当を除く額）、②□□手当（時間外労働の有無に関わらず、
○時間分の時間外手当として△△円を支給）、③○時間を超える時間外労働分につ
いての割増賃金は追加で支給

※ 裁量労働制が適用される場合、以下のような記載が必要。
「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます」

※ 派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨を明示

※ 実際の就業場所における受動喫煙を防止するための措置に
関する事項を明示。就業場所の一部で喫煙が認められる場合
は、実際の喫煙可能区域における業務の有無を付加的に明示。

令和６年４月以降は新しい求人申込書を



変更②

手数料表などの情報提供の方法
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事業所内に掲示しなければならない事項について、
掲示の代わりに、自社ホームページなどでの情報提供でも
可
※地方公共団体はもともと義務なし

〇 手数料表※無料職業紹介事業者は不要

〇 返戻金制度に関する事項を記載した書面※無料職業紹介事業者は不要

〇 業務の運営に関する規程



４ 人材サービス総合サイトでの
情報提供について



｢就職者等の事業実績と手数料・返戻金に関
する情報提供は、法律で定められた義務で
す！｣の説明

21



① 各年度（各年の4月1日～翌年の3月31日）の紹介に
より就職した者の数

② ①のうち、期間の定めのない労働契約を
締結した者（無期雇用就職者）の数

③ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で
離職した者の数

④ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で
離職したかどうか明らかでない者の数

⑤ 手数料に関する事項（手数料表の内容）
➅ 返戻金制度の導入の有無と導入している場合は
その内容

⑦ 紹介手数料の実績（令和７年４月１日～）
⑧ その他、職業紹介事業者の選択に役立つと
考えられる情報【任意】

「人材サービス総合サイト」に
ご登録ください①※地方公共団体は義務なし
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「人材サービス総合サイト」に
ご登録ください②※地方公共団体は義務なし

23



人材サービス総合サイトのＩＤ紛失の場合
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                                                  令和  年  月  日 

 

 

人材サービス総合サイトログインＩＤ・パスワード 

再発行依頼書 

 

 

     厚生労働大臣 殿 

 

 

                                    氏名 

 

 

 

   職業安定法第 32条の 16第３項に関する事項の情報提供のため、人材サー 

ビス総合サイトログインＩＤ・パスワードの再発行を依頼します。 

 

記 

 

許可番号 

（届出受理番号） 

 

 

氏名又は名称 

 

 

ＩＤ等送付先住所 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

↓を需給調整事業室に送付してください



５ 違反事項の解説（取扱職種の範囲の明示）



求人者・求職者に取扱職種の範囲を明示していない

職業安定法第32条の13／則24条の5  

• 取扱職種の範囲（職種及び地域）
• 手数料に関する事項
• 苦情の処理に関する事項
• 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに
関する事項

• 返戻金制度に関する事項

明示すべき事項
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具体的には…

資料№２を作成し、求人者・求職者に渡せるように
用意してください

求人者・求職者の皆様へ 

      事業所名 ○○○  許可番号（21－ユ－××××××） 

●取扱職種の範囲等     ・職種は  ▽▽▽▽  ・地域は  □□□□   

●手数料に関する事項 

・求人者から徴収する手数料については下記手数料表（消費税を除く）のとおりです。 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

求人受理時の事務費用                           円 

手数料負担者は 求人者 とします。 

求人受理後、求人者に求職者を紹介 

するサービス 

【職業紹介サービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人の充足に向けた求人者に対す 

る専門的な相談・助言サービス 

【職業紹介の付加サービス】 

※上記職業紹介サービスに加えて、より専門

的な相談・助言の付加サービスを行う場合 

成功報酬 

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後 1年間に支払われる賃金（内定書や労働

条件通知書等に記載されている額）の 

            ％（または         円） 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用期間が 1年を超

える場合は最大 1年間分）に支払われる賃金（内定書や労働

条件通知書等に記載されている額）の 

            ％（または         円） 

手数料負担者は 求人者 とします。 

 

成功報酬 

当該求職者の就職後 1年間に支払われる賃金（内定書や労働

条件通知書等に記載されている額）の 

            ％（または         円） 

手数料負担者は 求人者 とします。 

・求職者からは手数料は徴収いたしません。 

（注）求人者から徴収する手数料のみならず求職者から徴収する手数料についても明示が必要 

●苦情の処理に関する事項 

・求職者または求人者からの苦情については、誠意をもって対応いたします。 

苦情申出先： 職業紹介責任者 ◇◇◇◇  連絡先（△△△△）△△－△△△△ 

●求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 

・当事業所の「個人情報適正管理規程」は次のとおりです。 

第 1条 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、○○課及び△△課の職員とする。個人情報取扱

責任者は職業紹介責任者◇◇◇◇とする。 

第 2条 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う第 1条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取

扱いに関する教育・指導を年 1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも

5年に 1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。 

第 3条 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、そ

の請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行う

ものとする。さらに、これに基づき訂正（削除を含む。以下同じ。）の請求があったときは、当

該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開

示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。 

第 4条 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、

苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る

苦情処理の担当者は、職業紹介責任者◇◇◇◇とする。 

●返戻金制度に関する事項 

・当事業所は返戻金制度（紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、手数

料の全部又は一部を返戻する制度）を設けています。詳細は別紙のとおりです。 

（注）返戻金制度を設けることが望ましいが、設けていない場合にはその旨記載すること 

※職業安定法第 32条の 13、同法施行規則第 24条の 5取扱職種の範囲等の明示です。 

№2 
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６ 違反事項の解説（帳簿書類の備付関係）



３種類の法定管理簿未作成

29

〇求人管理簿   

〇求職管理簿   

〇手数料管理簿

※地方公共団体はすべて作成義務なし
※無料職業紹介事業者は手数料管理簿不要

岐阜労働局のＨＰを参考に作成を



法定管理簿作成上の注意点

30

〇岐阜労働局のテンプレートから項目を削除すると、
項目不足が生じ、法違反となるため、
項目の削除を行わないこと



７ 違反事項の解説（求人受理関係）



年齢制限について

32

労働施策総合推進法第９条により、労働者の募集及び採用に

ついて年齢制限を禁止することが義務化されている

↓

労働施策総合推進法施行規則第１条の３第１項により、

合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合が

規定されている



具体的には…

「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか？」を

ご覧ください

33



求人受理時に漏れが多い項目
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〇試用期間の有無

〇受動喫煙防止に向けた取り組み

（敷地内禁煙・屋内禁煙等）

↓

求人者に必ず確認し、

紹介する求職者に書面等で明示すること



求人管理簿に漏れが多い項目

35

〇連絡担当者、連絡先電話番号の記載がない。

○有効期間の記載がない。

○無期雇用就職者に対する６か月以内の離職状況の確認をし

ていない。



８ 違反事項の解説（求職受理関係）



求職者の不要な個人情報を集めている①

37

以下、許可基準から引用

有料職業紹介事業者は、求職を受理する際には、
当該求職者の能力に応じた職業を紹介するため必要な範囲で、
目的を明らかにして求職者の個人情報を収集することと
し、次に掲げる個人情報を収集してはならないものとする。

ただし、特別な業務上の必要性が存在すること
その他業務の目的の達成に必要不可欠であって、
収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。



求職者の不要な個人情報を集めている②

38

前スライドから続き
(a)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、
その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
(b)思想及び信条
(c)労働組合の加入状況
(a)から(c)までについては、具体的には、
例えば次に掲げる事項等が該当する。
(a)関係
a 家族の職業、収入、本人の資産等の情報
（税金、社会保険の取扱い等労務管理を
適切に実施するために必要なものを除く。）
b 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
(b)関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
(c)関係労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報



求職管理簿に漏れが多い項目
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〇住所が詳細に記載されていない。

○有効期間の記載がない。

○無期雇用就職者に対する６か月以内の離職状況の確認をし

ていない。



９ 違反事項の解説（手数料管理簿）



手数料管理簿に漏れが多い項目
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〇手数料の算出根拠が詳細に記載されていない。

事業所と話合いのうえ決定。のような記載ではなく、

年収○○円×○○％＝○○円

というように、届出をした手数料の範囲内かどうか分かる

ように記載してください。
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